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【資料１】パートナーシップ制度について 

 

１．パートナーシップ制度とは 

（１） 一般的には、一方又は双方が性的マイノリティである２人が、互

いを人生のパートナーとすることを宣誓し、それを自治体が証明す

る制度 

（２） 婚姻に関する法的効果を認める趣旨ではなく、地方自治体におけ

る行政サービスとして行われるもの 

（３） 当初は、一方または双方が性的マイノリティである同性カップル

の認定から開始。現在は、自治体ごとに内容（根拠、対象、提供サー

ビス等）が異なり、同性に限らず、事実婚や子などの近親者も制度の

対象（「ファミリーシップ制度」）としている自治体もあり、内容が多

様化している 

 

【参考】自治体における制度導入状況（R8.4.1 現在）  

都府県 

（30都府県） 

 

 

 

 

○パートナーシップ制度（26都府県） 

茨城県、大阪府、群馬県、佐賀県、三重県、青森県、秋田県、福

岡県、栃木県、東京都、富山県、静岡県、長野県、岐阜県、島根

県、山梨県、福井県、山形県、和歌山県、奈良県、徳島県、兵庫

県、大分県、滋賀県、山口県、新潟県 

○ファミリーシップ制度（４県） 

 鳥取県、愛知県、福島県、沖縄県 

県内自治体 

（12 市、１町） 

○パートナーシップ制度（11市、１町） 

 指宿市、鹿児島市、日置市、志布志市、出水市、鹿屋市、南さつ

ま市、いちき串木野市、霧島市、薩摩川内市、屋久島町、阿久根市 

○ファミリーシップ制度（１市） 

南九州市 

※ 網掛けは子の名前を併記可(都府県 21 県内 0) 

下線は対象に事実婚含む(都府県 6県内 2) 
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２．県においてパートナーシップ制度の検討を行う理由  

「県人権教育・啓発基本計画３次改定（R7.3 月）」において、「本県に

おける同制度の在り方を検討する」旨の記載をしていることに基づく。 

  ※今後は性の多様性などに関する県民への意識調査を実施予定。 

 

【参考】これまでの取組 

時 期 取  組  内  容 

Ｒ２．３ 県人権教育・啓発基本計画（２次改定） 

・ 初めて「性的指向・性自認」を人権課題に位置づけ 

・ 現状・課題や施策の基本方向（多様な性を理解する

教育や啓発活動の推進等）を記述 

・ 以降同計画に基づき各般の施策を推進 

Ｒ４．３ 県人権尊重の社会づくり条例の施行 

・ 性的指向及び性自認等に関する人権問題が依然とし

て存在 

・ 人々の多様な在り方を認め合うことが重要 

・ 個人の尊厳や多様性が尊重され、あらゆる差別を生

み出さない社会の実現は、私たち県民の願い（前文） 

Ｒ５．６ 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関

する国民理解の増進に関する法律（ＬＧＢＴ理解増進法）

の施行 

Ｒ７．３ 県人権教育・啓発基本計画（３次改定） 

・ 「パートナーシップ制度については、県民意識の変

化やＬＧＢＴ理解増進法に基づく国の基本計画、運用

指針の策定状況等を注視しながら、制度を導入してい

る他自治体の例も参考にし、本県における同制度の在

り方を検討します。」と記載  
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３．制度活用により利用が可能となるサービスの一例（他自治体事例） 

行政サービス 

  ・ 公営住宅への入居 

  ・ 公立病院における面会、治療への同意、看取り 

民間サービス 

・ 民間病院における面会、治療への同意、看取り 

・ 生命保険の受取人の指定 

・ 住宅ローン審査時の収入合算 

・ 家族を対象としたサービス 

（携帯電話家族割、航空マイレージ特典の利用等） 

・ 勤務先の福利厚生制度（看護休暇、扶養手当、社宅の利用等） 

※ サービスの内容や利用要件は各自治体・企業により異なる 



【資料２】パートナーシップ制度の活用により利用が可能となるサービス一覧（行政サービス） R8.4.1現在

(各自治体HPから）

自治体名
都府県営住

宅入居
公営住宅

（該当市町村記載）

都府県立医療機関
面会、同意等

障害者を理由とする
自動車税減免

生活保護
世帯認定

犯罪被害者等
支援

ＤＶ関係
養育里親名簿へ
の登録

心身障害者扶養
共済制度

結婚応援割引等
の適用

子育て家族応援
割の適用

災害関係(災害見
舞金の申請)

職員福利厚生（結婚祝金、死亡弔慰金
等）の対象

1 青森県 ○ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○

2 秋田県 ○ ○ ★ ○ ○

3 山形県 ○ ○ ★ ○

4 福島県 ○ ○ ★ ○ ★

5 茨城県 ○ ○ ○ ○ ○

6 栃木県 ○ ○ ○ ○

7 群馬県 ○ ○ ○ ○

8 東京都 ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○

9 新潟県 ★ ★ ★ ★ ★ ★

10 富山県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 福井県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 山梨県 ○ ○ ○ ★ ★ ○ ★ ○

13 長野県 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

14 岐阜県 ○ ○ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★

15 静岡県 ○ ○ ○ ★ ★ ★ ○

16 愛知県 ○ ○ ★ ★ ★ ★

17 三重県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 滋賀県 ○ ○ ★ ★ ★ ★ ○

19 大阪府 ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 兵庫県 ○ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★

21 奈良県 ○ ★ ○ ★

22 和歌山県 ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○

23 鳥取県 ○ ○ ○ ★ ○

24 島根県 ○ ○ ○

25 山口県 ○ ○ ★ ★ ★

26 徳島県 ○ ○ ★ ○ ○

27 福岡県 ○ ○ ★ ○ ○ ○

28 佐賀県 ○ ○ ○ ○

29 大分県 ○ ○ ○ ○

30 沖縄県 ○ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ★

○　：宣誓要 28 24 15 9 4 10 7 6 6 4 3 2 10
★：含宣誓不要 2 1 12 9 10 6 7 5 3 3 2 2 3

合計 30 25 27 18 14 16 14 11 9 7 5 4 13

本県所管課
建築課

住宅政策室
県立病院課 税務課 社会福祉課 くらし共生協働課

県警総務課
男女共同参画室 子ども福祉課 障害福祉課 ※事業実施主体は

市町村

子ども政策課

かごしま子育て支
援パスポート事業

社会福祉課

・管財課：職員住宅入居
・総務事務センター：結婚祝金、死亡弔慰
金（祝金、弔慰金ともに一般財団法人鹿児
島県職員互助会所管）
・人事課：各種手当、結婚休暇、忌引休
暇、赴任旅費
・総務福利課：各種手当、各種休暇、赴任
旅費、忌引休暇、教職員住宅入居
・教職員課：各種手当、各種休暇、赴任旅
費

※　その他「軽費老人ホームの利用料減額対象」「公的施設の施設利用料割引（家族同様の扱い）」などがある。

　　また、区域内の市町村の協力を得て、「市町村公営住宅への入居」「市町村立病院での面会、同意等」等の事例もある。

※パートナーであることを届出又は宣誓した都府県から、パートナーシップ届出・宣誓書受領証の交付を受けた方が、受領証の提示により利用することが可能となるサービス（施策・事業）

市町名なし

市サービスとして記載

市町村サービスとして記載



R8.4.1現在

行政サービス 民間サービス

自治体名
公営住宅
入居申込

市立病院
診療時の説明

手術同意

家族介護
用品支給

救急車
同乗

救急車搬送
証明書

生活保護
世帯認定

国民健康保
険世帯認定

ＤＶ
相談

り災
証明

就農支援
資金申請

職員福利
厚生

医療機関
病状説明・
手術同意

金融機関
住宅ローン
審査

不動産会社
住居入居

生命保険
会社
保険金受
取人

携帯電話
会社
家族割

映画館
夫婦割

1 鹿児島市 ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 鹿屋市 ○ ○ ○ ○ ○

3 阿久根市 ○

4 出水市 ○ ○

5 指宿市 ○ ○ ○

6 薩摩川内市 ○ ★ ★ ★

7 日置市 ○ ○ ○ ○

8 霧島市 ○ ○

9 いちき串木野市 ○ ★ ★ ★ ★ ○

10 南さつま市 ○ ○

11 志布志市

12 南九州市 ○ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★

13 屋久島町 ○ ★ ★ ★ ★ ★

○　：宣誓要 12 3 2 0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 2 1

★　：宣誓不要 0 2 0 2 4 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0

合　計 12 5 2 2 5 4 4 4 6 1 2 1 2 2 2 2 1

※　★：パートナーシップ宣誓をしていなくても受けられるサービス

【資料３】パートナーシップ制度の活用により利用が可能となるサービス一覧（各自治体HPから）

※パートナーであることを届出又は宣誓した自治体から、パートナーシップ届出・宣誓書受領証の交付を受けた方が、受領証の提示により利用することが可能となるサービス（施策・事業）



鹿児島県では、「県人権尊重の社会づくり条例」に基づき、性別、国籍、年齢など様々な違いを超えて、
すべての人の人権が尊重され、共に認め合い、共に支え合い、共につながりあえる、人権文化が息づく
「共生社会」の実現が重要であると考えています。
人の性のあり方（セクシュアリティ）は様々で、「身体の性」、「自認する性」、「好きになる性」、服

装やしぐさ、言葉づかいなどの「表現する性」といった要素の組み合わせにより無数に存在します。
しかし、わたしたちの社会には、未だ身体の性と自認する性は一致するという思い込みや、恋愛・性

愛の対象は異性であるという固定概念が根強くあり、セクシュアリティを理由に偏見や差別を受ける
方々や、周囲との関係の悪化を恐れて自身のセクシュアリティを打ち明けられずに、一人で悩んでいる
方々がいます。
わたしたち一人ひとりが、多様な性について正しい知識を持ち、理解を深めることが大切です。

性のあり方は「男」と「女」の２つだけ？

わたしたちは誰もが“多様な性の当事者”なのです。

あ な た に も 知 っ て ほ し い「LGBTQ」
エル・ジー・ビー・ティー・キュー

Ｌ 恋愛感情が同性に向く女性

Ｇ 恋愛感情が同性に向く男性

Ｂ 恋愛感情が異性に向くこともあれば、同

性に向くこともある人

性的指向（好きになる性） 性自認（自認する性）

ＬＧＢＴQって、何のこと？

身体的な特徴や染色
体、生殖腺などよって
出生時に判断され割
り当てられる性別の
こと

身体の性
（性的特徴）

自認する性
（性自認）

好きになる性
（性的指向）

表現する性
（性表現）

自分自身で認識して
いる性別のこと

恋愛感情がどの性別
に向くか向かないか
を表すもの

服装、言葉づかい、しぐ
さなどの社会的性別を
どう表現しているかを表
すもの

×××

Ｑ 自分の性的指向・性自認が定まっていな

い、明確にできない、したくない人

レズビアン（Ｌｅｓｂｉａｎ）

バイセクシュアル（Ｂｉｓｅｘｕａｌ）

ゲイ（Ｇａｙ）

トランスジェンダー（Ｔｒａｎｓｇｅｎｄｅｒ）

クエスチョニング（Qｕｅｓｔｉｏｎｉｎｇ）

わたしたち一人ひとりの「性」は、次の要素で構成されています。一人ひとりの個性があるように、それぞれの要
素の組み合わせによって、性のあり方も多様です。

Ｔ 出生時に割り当てられた性別と自認する

性別が一致しない人

■セクシュアリティは多様であることへの理解が大切です。
セクシュアリティは一人ひとり違い、誰もが「多様な性」の当事者です。無理解や誤解、偏見により生じて

いる心理的、経済的、社会的な不平等や不利益を解消することが必要です。

■固定観念や先入観、偏見を持たないことが大切です。
・見た目で個人の性別を決めつけない。性別によって役割や特性を決めつけない。
・個人のセクシュアリティを詮索しない。
・個人のセクシュアリティについて否定したり、干渉したり、あるいはからかうようなことはしない。

■個人情報を厳守することが大切です。
名前や性別、職業、住所などの個人のプライバシーに関わる情報は、慎重に取扱い、その保護に努めること

が必要です。

多様な性を尊重するために・・・

資料４



多 様 な 性 へ の 対 応「パートナーシップ制度」
多くの社会制度が異性間の婚姻を前提としているため、同性カップルは人生のさまざまな場

面で不利益を受けることがあります。

同居のために家を借りるとき、病院での面会や治療の同意など、親族として認められないこと
から、さまざまな問題に直面します。

「パートナーシップ制度」とは…

一部の自治体では、概ね、一方又は双方が性的マイノリティであるカップルが、お
互いを生涯のパートナーとすることを宣誓し、それを自治体が証明する「パートナー
シップ制度」を導入しています。

この制度は、法律上の婚姻とは異なるため、相続や税制面などの法的効力はありませ
んが、その自治体が認める公営住宅の入居申請などの行政サービスや、生命保険の受取
人指定など民間サービスを利用できるケースもあり、同性カップルの生活上の不利益の
解消につながる場合もあります。

利用可能なサービスの一例

行政サービス（自治体により異なる）
・ 公営住宅の入居
・ 公営病院での手術の同意 等

民間サービス（企業により異なる）
・ 生命保険金の受取
・ 住宅ローン審査における

パートナーとの収入合算
・ 携帯電話の家族割の適用
・ 航空会社のマイレージ特典の

家族利用
・ 映画のペア割 等

※ 実際の利用の際は、それぞれにご確認ください。

鹿児島県内の導入状況
指宿市（R3. 4.1） 鹿児島市（R4. 1.1）
日置市（R5.10.1） 志布志市（R6. 1.1）
出水市（R6. 2.1） 鹿屋市 （R6.10.1）
南さつま市（R7.1.1） いちき串木野市（R7.4.1）
霧島市（ R7.9.1 ） 薩摩川内市（ R7.10.1）

※ 令和７年１０月１日現在

鹿児島県総務部男女共同参画局 人権同和対策課

電 話 ：099-286-2574 FAX：099-286-5543
Eメール：keihatu@pref.kagoshima.lg.jp

近年、市町村を中心にこの制度を導入する動きが広がって
おり、令和７年１０月現在、都道府県単位では３０都府県に、
鹿児島県内では１０市に導入されています。

問合せ先

ＬＧＢＴの尊厳と社会運動を象徴する旗として
世界中で使われています。

６つのレインボーカラーは性の多様性を表して
います。

レインボーフラッグ



資料５ 
 

 

 

性の多様性等に関する県民意識調査について（案） 
 

１ 概要 
 ⑴ 調査地域 
   鹿児島県内全域 
 ⑵ 対象者 
   県内に居住する18歳以上の者 
 ⑶ 対象者の抽出方法 
   市町村の住民基本台帳から3,000人を無作為抽出 
 ⑷ 調査の回収方法 
   郵送と Web を併用 
 ⑸ 調査期間 
   令和８年６月開始（おおむね３週間を目安） 
 

２ 調査項目 
 ⑴ 性の多様性に対する理解 
 ⑵ パートナーシップ制度等に対する理解 
 ⑶ 基本属性 
 ⑷ 自身の性について 
   
３ 設問 
No. 調査項目 設問内容 備考 
１ 

⑴ 性の多様性に対する理解 

用語の理解 R5調査項目を拡充 
２ 身近な人が当事者であった

場合の気持ち 

R5調査項目 

３ 性的指向に関する人権問題 

４ 
性的指向に関する人権問題
の解決策 

５ 性自認に関する人権問題 

６ 
性自認に関する人権問題の
解決策 

７ 

⑵ パートナーシップ制度等
に対する理解 

制度の認知度 

今回新設 
８ 

制度導入に対する考え 
（公的・民間サービスの享受） 

９ 
ファミリーシップ制度導入
に対する考え 

10 事実婚を対象にする考え 
11 

⑶ 基本属性 

年代 
R5調査項目 

12 職業 
13 居住地 

今回新設 
14 出生時の性別 
15 

⑷ 自身の性について 
自認する性別 

16 恋愛対象となる性別 
17 ⑴ 性の多様性に対する理解 自由意見 

 

４ その他 
⑴  具体的な調査項目は、「人権尊重の社会づくり審議会」において、委員の意見

聴取後、決定 
⑵  令和８年６月調査を開始予定。調査結果を参考に、パートナーシップ制度の

在り方についての検討を行う。 
⑶  調査票を読むことにより、用語や制度への理解が深まるよう、調査票には、

設問だけではなく、用語等の説明を加える。 
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「性
せい

の多様性
たようせい

等
とう

に関
かん

する県
けん

民
みん

意
い

識
しき

調
ちょう

査
さ

」へのご協 力
きょうりょく

のお願
ねが

い（案） 

 
 

皆様
みなさま

には、日頃
ひ ご ろ

から県勢
けんせい

発展
はってん

のため、ご 協
きょう

力
りょく

いただき厚
あつ

くお礼
れい

申
もう

し上げます。 
 

鹿児島県
か ご し ま け ん

では、令
れい

和
わ

４年
ねん

３月
がつ

に制定
せいてい

した「県
けん

人
じん

権
けん

尊
そん

重
ちょう

の社
しゃ

会
かい

づくり 条
じょう

例
れい

」に基
もと

づき、

自分
じ ぶ ん

の人権
じんけん

のみならず他人
た に ん

の人権
じんけん

についても正
ただ

しく理
り

解
かい

するとともに、人々
ひとびと

の多様
た よ う

な

在
あ

り方
かた

を認
みと

め合
あ

い、個人
こ じ ん

の尊厳
そんげん

や多様性
たようせい

が尊重
そんちょう

され、あらゆる差別
さ べ つ

を生
う

み出
だ

さない

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて、様々
さまざま

な取組
とりくみ

を進
すす

めているところです。 
 

この度
たび

、県民
けんみん

の皆様
みなさま

の性
せい

の多様性
たようせい

に関
かん

する理
り

解
かい

などを把握
は あ く

し、今後
こ ん ご

の人権
じんけん

施策
し さ く

の推進
すいしん

の参考
さんこう

とするため、「性
せい

の多
た

様
よう

性
せい

等
とう

に関
かん

する県
けん

民
みん

意
い

識
しき

調
ちょう

査
さ

」をお願
ねが

いすることになりま

した。 
 

この調査
ちょうさ

は、鹿児島
か ご し ま

県内
けんない

にお住
す

まいで、かつ１８歳
さい

以
い

上
じょう

の方々
かたがた

の中
なか

から、年齢
ねんれい

・性別
せいべつ

に関係
かんけい

なく無作為
む さ く い

抽 出
ちゅうしゅつ

により３，０００名
めい

の方々
かたがた

を選
えら

ばせていただき、アンケート

にお答
こた

えいただくという方法
ほうほう

で実施
じ っ し

いたします。 
 

お 忙
いそが

しい中
なか

、また、設問数
せつもんすう

も多
おお

くお手
て

数
すう

をおかけいたしますが、調査
ちょうさ

の趣旨
し ゅ し

をご理解
り か い

いただき、ご 協 力
きょうりょく

くださいますようお願
ねが

い申
もう

し上げます。 

 

  令和
れ い わ

８年
ねん

６月
がつ

 
 

■回
かい

答
とう

に当
あ

たってのお願
ねが

い■ 
 

１ お送
おく

りした封筒
ふうとう

に書
か

かれている宛名
あ て な

の「ご本
ほん

人
にん

」がお答
こた

えください。 

（ご本
ほん

人
にん

による記入
きにゅう

が 難
むずか

しい場
ば

合
あい

は、ご家
か

族
ぞく

の方
かた

等
とう

が聞
き

き取
と

ってお答
こた

えいた  

だいて結
けっ

構
こう

です。） 
 

２ 回答
かいとう

は、あなたご自
じ

身
しん

の 考
かんが

え、又
また

は、あなたご自
じ

身
しん

の 考
かんが

えに近
ちか

いものに当
あ

ては

まる番
ばん

号
ごう

に「○」を記入
きにゅう

してください。 

なお、「その他
た

」の場
ば

合
あい

は、差
さ

し支
つか

えない範
はん

囲
い

で（ ）内
ない

に具体的
ぐたいてき

にお答
こた

えくださ

い｡ 
 

３ 回答数
かいとうすう

（記入
きにゅう

する「○」の数
かず

）は、設問
せつもん

ごとに記載
き さ い

してあります。あなたの 考
かんが

え

る答
こた

えが指示
し じ

する回答数
かいとうすう

より多
おお

い場
ば

合
あい

は、「特
とく

にそう思
おも

う」ものや「優
ゆう

先
せん

して思
おも

う」

ものを選
えら

んでください。 

なお、あなたご自身
じ し ん

の 考
かんが

えに近
ちか

い回答
かいとう

がない場合
ば あ い

、あるいは、答
こた

えたくない場合
ば あ い

は、空白
くうはく

のままで結構
けっこう

です。 
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＜回答
かいとう

方法
ほうほう

＞  

 

令
れい

和
わ

８年
ねん

６月
がつ

２５日
にち

（ 木
もくようび

）までに、次
つぎ

の①か②のいずれかの方法
ほうほう

で、ご回
かい

答
とう

ください。 

 

 

  ① 本
ほん

調
ちょう

査
さ

票
ひょう

で回
かい

答
とう

を 行
おこな

う場
ば

合
あい

 

 

  ・ 調査票
ちょうさひょう

の記入
きにゅう

に当
あ

たっては、ボールペン、鉛筆
えんぴつ

など、○ 印
しるし

や文字
も じ

が読
よ

めるもの 

であれば何
なん

でも構
かま

いません。 

  ・ 回答
かいとう

を間
ま

違
ちが

った 場
ばあい

合は、消
け

しゴムで消
け

すか、× 印
しるし

などではっきりと消
け

して 

ください。 

  ・ 記入後
きにゅうご

は、同封
どうふう

の返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

に入
い

れて、郵
ゆう

便
びん

ポストに投函
とうかん

してください。 

（切
きっ

手
て

を貼
は

る必
ひつ

要
よう

はありません。） 

 

 

 

 

 ② インターネットで回
かい

答
とう

を 行
おこな

う場
ば

合
あい

 

 

  ・ 以下
い か

のＵＲＬを 入 力
にゅうりょく

するか、右
みぎ

の二次元
に じ げ ん

コードを読
よ

み取
と

り、回答用
かいとうよう

ページに 

アクセスして回答
かいとう

してください。 

 

   ■回答用
かいとうよう

ページＵＲＬ                              ■二次元
に じ げ ん

コード 

 

 

   ※ インターネットでご回
かい

答
とう

いただいた方
かた

は、 

本
ほん

調
ちょう

査
さ

票
ひょう

での回
かい

答
とう

は不
ふ

要
よう

です。 

 

 

 

● この調査
ちょうさ

は無記名
む き め い

であり個々
こ こ

の回答
かいとう

やプライバシーに関
かか

わる内
ない

容
よう

が公表
こうひょう

される 

ことは一切
いっさい

ございませんので、あなたの率直
そっちょく

なお 考
かんが

えをお聞
き

かせください。 

 

■■ ご 協
きょう

力
りょく

の程
ほど

、どうぞよろしくお願
ねが

いいたします。■■  

 

 

  

 

 

 

 

【】【お問
と

い合
あ

わせ先
さき

】 

鹿児島県
か ご し ま け ん

 総務部
そ う む ぶ

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画局
さんかくきょく

 人権
じんけん

同和
ど う わ

対策課
た い さ く か

 担当者
たんとうしゃ

：加松
か ま つ

 

電話
で ん わ

：099-286-2686（直通
ちょくつう

） FAX：099-286-5543 

イラストお辞儀 
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《用
よう

語
ご

への理
り

解
かい

等
とう

についてお聞
き

きします》 

問
とい

１ あなたは次
つぎ

の言
こと

葉
ば

についてどの程
てい

度
ど

知
し

っていますか。（それぞれに○は１つだけ） 

 言
こと

葉
ば

の意
い

味
み

も含
ふく

めて

知
し

っている 

聞
き

いたことはあるが、

意味
い み

はわからない 

知
し

らない 

（初
はじ

めて聞
き

いた） 

①ＬＧＢＴ
エ ル ジ ー ビ ー テ ィ ー

Ｑ
キュー

 １ ２ ３ 

② 性的
せいてき

マ イ ノ リ

ティ・性的
せいてき

少数者
しょうすうしゃ

 
１ ２ ３ 

③性的
せいてき

指向
し こ う

 １ ２ ３ 

④性
せい

自認
じ に ん

 １ ２ ３ 

⑤性
せい

同一性
どういつせい

 １ ２ ３ 

⑥ジェンダーアイ

デンティティ 

１ ２ ３ 

⑦ＳＯＧＩ
ソ ジ （ ソ ギ ）

 １ ２ ３ 

⑧アウティング １ ２ ３ 

⑨アライ １ ２ ３ 

① 「ＬＧＢＴＱ」･･･レズビアン（恋愛
れんあい

感情
かんじょう

が同性
どうせい

に向
む

く女性
じょせい

）、ゲイ（恋愛
れんあい

感情
かんじょう

が同性
どうせい

に 

向
む

く男
だん

性
せい

）、バイセクシャル（恋愛
れんあい

感情
かんじょう

が異性
い せ い

に向
む

くこともあれば、同
どう

性
せい

に

向
む

くこともある人
ひと

）、トランスジェンダー（出
しゅっ

生
しょう

時
じ

に割
わ

り当
あ

てられた性
せい

別
べつ

と自
じ

認
にん

する性
せい

別
べつ

が一致
い っ ち

しない人
ひと

）、クエスチョニング（自分
じ ぶ ん

の性的
せいてき

指向
し こ う

・性
せい

自認
じ に ん

が定
さだ

まっていない、明確
めいかく

にできない、したくない人
ひと

）の言葉
こ と ば

の頭文字
か し らも じ

を

取
と

った言
こと

葉
ば

で、性的
せいてき

マイノリティを表
あらわ

す総称
そうしょう

の 1つとして用
もち

いられていま

す。 

②「性
せい

的
てき

マイノリティ・性
せい

的
てき

少
しょう

数
すう

者
しゃ

」･･･ＬＧＢＴＱなど多様
た よ う

な性
せい

のあり方
かた

の中
なか

で少数派
しょうすうは

とされ

る人々
ひとびと

のことをいいます。 

③「性的
せいてき

指向
し こ う

」･･･好
す

きになる性
せい

のこと。恋愛
れんあい

感情
かんじょう

又
また

は性的
せいてき

感情
かんじょう

がどの性別
せいべつ

に向
む

くか向
む

かないか 

を表
あらわ

します。 

④⑤⑥「性
せい

自認
じ に ん

」、「性
せい

同一性
どういつせい

」、「ジェンダーアイデンティティ」 

･･･自分
じ ぶ ん

自身
じ し ん

で認識
にんしき

している性別
せいべつ

のことを言
い

います。 

⑦「ＳＯＧＩ」･･･性的
せいてき

指向
し こ う

（Sexual Orientation）と性
せい

自認
じ に ん

（Gender Identity）のアルファベッ

トの頭文字
か し らも じ

を取
と

った言葉
こ と ば

で、「人
ひと

の属性
ぞくせい

」を表
あらわ

します。ソジ又
また

はソギと読
よ

みます。 

⑧「アウティング」･･･本人
ほんにん

の許可
き ょ か

なくその性
せい

のあり方
かた

（セクシュアリティ）を第三者
だいさんしゃ

に伝
つた

えるこ

とであり、重大
じゅうだい

な人権
じんけん

侵害
しんがい

行為
こ う い

です。 

⑨「アライ」･･･自
みずか

らは性的
せいてき

マイノリティでは無
な

いが、性的
せいてき

マイノリティの方
かた

の活動
かつどう

を支持
し じ

し支援
し え ん

している人
ひと

たちのことをいいます。 
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問
とい

２ あなたの身近
み ぢ か

な人
ひと

（家族
か ぞ く

、友人
ゆうじん

、知人
ち じ ん

）などから，ＬＧＢＴＱなどの性的
せいてき

少数者
しょうすうしゃ

（性的
せいてき

マイノリティ）であると打
う

ち明
あ

けられたり、手
て

助
だす

けを求
もと

められたりした場合
ば あ い

、

あなたの気
き

持
も

ちに近
ちか

いものはどれですか。          （○はいくつでも） 
 

 １ 驚
おどろ

くが、話
はなし

を聞
き

く 

 ２ 驚
おどろ

いて、話
はなし

を聞
き

かない 

 ３ 自分
じ ぶ ん

を信頼
しんらい

してくれてうれしいと思
おも

う 

 ４ 今後
こ ん ご

は距離
き ょ り

をおきたいと思
おも

う 

 ５ 助
たす

けたいと思
おも

う 

 ６ 助
たす

けたいとは思
おも

わない 

 ７ いままでどおり接
せっ

する 

 ８ わからない 
 

 

問
とい

３ あなたは、性的
せいてき

指向
し こ う

に関
かん

し、現在
げんざい

、どのような人権
じんけん

問題
もんだい

が起
お

きていると思
おも

いますか。                           

（○は特に当てはまると思うものを３つまで） 
 

 １ 職場
しょくば

、学校
がっこう

等
とう

で嫌
いや

がらせやいじめを受
う

けること 

 ２ 就 職
しゅうしょく

や職場
しょくば

で不利
ふ り

な扱
あつか

いを受
う

けること 

 ３ 差別的
さべつてき

な言動
げんどう

をされること 

 ４ アパート等
とう

への入
にゅう

居
きょ

を拒
きょ

否
ひ

されること 

 ５ 宿
しゅく

泊
はく

施
し

設
せつ

や店
てん

舗
ぽ

等
とう

への入
にゅう

店
てん

や利
り

用
よう

を断
ことわ

られること 

 ６ じろじろ見
み

られたり、避
さ

けられたりすること 

 ７ 本
ほん

人
にん

の許
きょ

可
か

なく性
せい

的
てき

指
し

向
こう

を他
た

人
にん

に暴
ばく

露
ろ

されること 

 ８ 同
どう

性
せい

同
どう

士
し

は婚
こん

姻
いん

できないこと 

 ９ その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                       ） 

 10 特
とく

にない 

 11 わからない 
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問
とい

４ あなたは、性的
せいてき

指向
し こ う

に関
かん

する人権
じんけん

問題
もんだい

を解決
かいけつ

するために必要
ひつよう

なことは、何
なん

だと思
おも

いますか。             （○は特に必要だと思うものを３つまで）  
 

 １ 相談
そうだん

窓口
まどぐち

を充実
じゅうじつ

すること 

 ２ 性的
せいてき

指向
し こ う

に関
かん

する正
ただ

しい理
り

解
かい

を深
ふか

めるための教 育
きょういく

・啓発
けいはつ

広報
こうほう

活動
かつどう

を推進
すいしん

すること  

 ３ 同性
どうせい

カップルのパートナーシップ制度
せ い ど

（※）など性的
せいてき

指向
し こ う

に関
かん

する認知
に ん ち

・支援
し え ん

を

行
おこな

うこと 

 ４ 性
せい

的
てき

指
し

向
こう

に関
かん

する活
かつ

動
どう

を支
し

援
えん

すること 

 ５ 同
どう

性
せい

同
どう

士
し

の婚
こん

姻
いん

を可
か

能
のう

とすること 

 ６ その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                       ） 

 ７ 特
とく

にない 

 ８ わからない 

※ 「パートナーシップ制度
せ い ど

」とは、一般的
いっぱんてき

には一方
いっぽう

又
また

は双方
そうほう

が性
せい

的
てき

マイノリティであ

るお二
ふた

人
り

が、お互
たが

いを人生
じんせい

のパートナーとすることを宣誓
せんせい

し、そのことを自
じ

治
ち

体
たい

が証
しょう

明
めい

する制
せい

度
ど

とされています。 

 

問
とい

５ あなたは、「出 生
しゅっしょう

時
じ

に割
わ

り当
あ

てられた性
せい

別
べつ

」と「認識
にんしき

する性
せい

」が一致
い っ ち

しないなど

性
せい

自認
じ に ん

（ジェンダーアイデンティティ）に悩
なや

んでいる方
かた

に関
かん

し、現在
げんざい

、どのような人
じん

権
けん

問
もん

題
だい

が起
お

きていると思
おも

いますか。  （○は特に当てはまると思うものを３つまで）   

 

 １ 職場
しょくば

、学校
がっこう

等
とう

で嫌
いや

がらせやいじめを受
う

けること 

 ２ 就 職
しゅうしょく

や職場
しょくば

で不利
ふ り

な扱
あつか

いを受
う

けること 

 ３ 差別的
さべつてき

な言動
げんどう

をされること 

 ４ アパート等
とう

への入居
にゅうきょ

を拒否
き ょ ひ

されること 

 ５ 宿泊
しゅくはく

施設
し せ つ

や店舗
て ん ぽ

等
とう

への入店
にゅうてん

や利用
り よ う

を断
ことわ

られること 

 ６ じろじろ見
み

られたり、避
さ

けられたりすること 

 ７ 本人
ほんにん

の許可
き ょ か

なく性
せい

自認
じ に ん

（ジェンダーアイデンティティ）を他人
た に ん

に暴露
ば く ろ

されること 

 ８ 同性
どうせい

同士
ど う し

は婚姻
こんいん

できないこと 

 ９ その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                       ） 

 10 特
とく

にない 

 11 わからない 
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問
とい

６ あなたは、性
せい

自
じ

認
にん

（ジェンダーアイデンティティ）に関
かん

する人
じん

権
けん

問
もん

題
だい

を解
かい

決
けつ

する

ために必
ひつ

要
よう

なことは、何
なん

だと思
おも

いますか。（○は特に必要だと思うものを３つまで） 

 

 １ 相談
そうだん

窓口
まどぐち

を充実
じゅうじつ

すること 

 ２ 性
せい

自認
じ に ん

（ジェンダーアイデンティティ）に関
かん

する正
ただ

しい理
り

解
かい

を深
ふか

めるための

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

広報
こうほう

活動
かつどう

を推進
すいしん

すること 

 ３ 同
どう

性
せい

カップルのパートナーシップ制
せい

度
ど

など性
せい

自
じ

認
にん

（ジェンダーアイデンティ

ティ）に関
かん

する認
にん

知
ち

・支
し

援
えん

を行うこと 

 ４ 性
せい

自
じ

認
にん

（ジェンダーアイデンティティ）に関
かん

する活
かつ

動
どう

を支
し

援
えん

すること 

５ 性
せい

別
べつ

で区
く

別
べつ

しないトイレ、更
こう

衣
い

室
しつ

などの施
し

設
せつ

を整
せい

備
び

すること 

 ６ 専
せん

門
もん

医
い

や専
せん

門
もん

的
てき

な医
い

療
りょう

機
き

関
かん

についての情
じょう

報
ほう

を提
てい

供
きょう

すること 

 ７ 同
どう

性
せい

同
どう

士
し

の婚
こん

姻
いん

を可
か

能
のう

とすること 

 ８ その他
た

（具
ぐ

体
たい

的
てき

に：                       ） 

 ９ 特
とく

にない 

 10 わからない 
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《パートナーシップ制
せい

度
ど

等
とう

についてお聞
き

きします》 

一部
い ち ぶ

の自治体
じ ち た い

で、以下
い か

のとおりパートナーシップ制度
せ い ど

※が導入
どうにゅう

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「パートナーシップ制度
せ い ど

」｢ファミリーシップ制度
せ い ど

｣とは 

一般的
いっぱんてき

には一方
いっぽう

又
また

は双方
そうほう

が性的
せいてき

マイノリティであるお二
ふた

人
り

が、お互
たが

いを人生
じんせい

のパートナーとす

ることを宣誓
せんせい

し、そのことを自
じ

治
ち

体
たい

が証
しょう

明
めい

する制
せい

度
ど

とされています。 

パートナーシップ制
せい

度
ど

は、制
せい

度
ど

の活
かつ

用
よう

を強
きょう

制
せい

するものではなく、当
とう

事
じ

者
しゃ

の希
き

望
ぼう

により利
り

用
よう

し

ていただくものです。 

また、パートナーのお二人
ふ た り

に加え、近
きん

親
しん

者
しゃ

（子
こ

や親
おや

など）を含
ふく

めて証
しょう

明
めい

する「ファミリーシッ

プ制
せい

度
ど

」を導
どう

入
にゅう

する自
じ

治
ち

体
たい

もあります。ファミリーシップ制
せい

度
ど

は、パートナー関
かん

係
けい

にある方
かた

の

子
こ

や親
おや

など近
きん

親
しん

者
しゃ

等
とう

について、日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

において協
きょう

力
りょく

し合
あ

うとした関
かん

係
けい

を宣
せん

誓
せい

し、自
じ

治
ち

体
たい

が

証
しょう

明
めい

するもので、お子
こ

さんとの関
かん

係
けい

を証
しょう

明
めい

する場
ば

面
めん

などで活
かつ

用
よう

されています。 
 

【婚
こん

姻
いん

制
せい

度
ど

との違
ちが

い】 

法
ほう

律
りつ

で定
さだ

める婚
こん

姻
いん

では、相
そう

続
ぞく

権
けん

や扶
ふ

養
よう

家
か

族
ぞく

等
とう

の法
ほう

律
りつ

上
じょう

の権
けん

利
り

や義
ぎ

務
む

が 生
しょう

じますが、自
じ

治
ち

体
たい

が

行
おこな

うパートナーシップ制
せい

度
ど

等
とう

では、このような法
ほう

律
りつ

上
じょう

の効
こう

果
か

は生
しょう

じません。 

 

【自
じ

治
ち

体
たい

の証
しょう

明
めい

による効
こう

果
か

】 

証
しょう

明
めい

書
しょ

の提
てい

示
じ

により、パートナー関
かん

係
けい

にあることの確
かく

認
にん

や説
せつ

明
めい

が容
よう

易
い

になり、法
ほう

律
りつ

婚
こん

や事
じ

実
じつ

婚
こん

の配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

等
とう

と同
どう

様
よう

に様
さま

々
ざま

なサービスを受
う

けやすくなる場合
ば あ い

があります。 

 

【受
う

けられる可
か

能
のう

性
せい

があるサービス】 

（公的
こうてき

サービス） 

自治体
じ ち た い

ごとに取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

が異
こと

なりますが、以下
い か

のようなサービスを受
う

けられる場
ば

合
あい

があります。 

・公
こう

営
えい

住
じゅう

宅
たく

への入
にゅう

居
きょ

の際
さい

、パートナー関係
かんけい

にある方
かた

も入居
にゅうきょ

対象
たいしょう

となる 

・公
こう

立
りつ

病
びょう

院
いん

での手
しゅ

術
じゅつ

同
どう

意
い

、看
み

取
と

りなどの際
さい

、法
ほう

律
りつ

上
じょう

の家
か

族
ぞく

と同
どう

様
よう

の対
たい

応
おう

を受
う

けられるなど 

（民間
みんかん

サービス） 

証
しょう

明
めい

書
しょ

の提
てい

示
じ

により、家
か

族
ぞく

と同
どう

様
よう

のサービスを受
う

けられる場合
ば あ い

があります。 

・携
けい

帯
たい

電
でん

話
わ

料
りょう

金
きん

の家
か

族
ぞく

割
わり

や航
こう

空
くう

マイレージの特
とく

典
てん

利
り

用
よう

などのサービスが利
り

用
よう

できる 

・住
じゅう

宅
たく

ローン審
しん

査
さ

時
じ

の収
しゅう

入
にゅう

合
がっ

算
さん

ができる 

・保
ほ

険
けん

の受
うけ

取
とり

人
にん

等
とう

に指定
し て い

することができるなど 

 

【パートナーシップ制
せい

度
ど

の導
どう

入
にゅう

状
じょう

況
きょう

】 

全国
ぜんこく

では、令
れい

和
わ

８年
ねん

４月
がつ

現
げん

在
ざい

、562の自治体
じ ち た い

が制度
せ い ど

を導入
どうにゅう

しており、人口
じんこう

の93.7％をカバーし

ているとの報
ほう

告
こく

があります。 

現
げん

在
ざい

、県
けん

内
ない

では令
れい

和
わ

８年
ねん

４月
がつ

現在
げんざい

、鹿児島市
か ご し ま し

、鹿屋市
か の や し

、阿久根市
あ く ね し

、出水市
い ず み し

、指宿市
いぶすきし

、薩摩
さ つ ま

川内市
せんだいし

、

日置市
ひ お き し

、霧島市
きりしまし

、いちき串木野市
く し き の し

、南
みなみ

さつま市
し

、志布志市
し ぶ し し

、南九州市
みなみきゅうしゅうし

、屋久島町
やくしまちょう

の13の自
じ

治
ち

体
たい

が導
どう

入
にゅう

しており、県
けん

内
ない

人
じん

口
こう

の約
やく

76％をカバーしています。 

 

【ファミリーシップ制
せい

度
ど

の導
どう

入
にゅう

状
じょう

況
きょう

】 

近
きん

年
ねん

ファミリーシップ制
せい

度
ど

を設
もう

けるところが増
ぞう

加
か

しているとの報
ほう

告
こく

があります。 

県
けん

内
ない

では、南
みなみ

九
きゅう

州
しゅう

市
し

が導
どう

入
にゅう

しています。 
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問
とい

７ あなたは、パートナーシップ制
せい

度
ど

を知
し

っていましたか。  （○は１つだけ） 

 

問
とい

８ 公
こう

営
えい

住
じゅう

宅
たく

の入
にゅう

居
きょ

や、病
びょう

院
いん

での手
しゅ

術
じゅつ

同
どう

意
い

や、生
せい

命
めい

保
ほ

険
けん

の受
うけ

取
とり

人
にん

の指定
し て い

、携
けい

帯
たい

電
でん

話
わ

の家
か

族
ぞく

割
わり

，航
こう

空
くう

マイレージの特
とく

典
てん

利
り

用
よう

などのサービスの利
り

用
よう

にあたり、同
どう

性
せい

パー

トナーの方
かた

も法
ほう

律
りつ

婚
こん

の配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

等
とう

と同
どう

様
よう

にサービスを受
う

けられる（速
すみ

やかな手
て

続
つづ

きが

可
か

能
のう

となる）ように、パートナーシップ制
せい

度
ど

を導
どう

入
にゅう

することについて、あなたの

考
かんが

えを教
おし

えてください。                 （○は 1つだけ） 

 

問
とい

９ 問８で１（制度
せ い ど

を導
どう

入
にゅう

したほうがよい）または２（どちらかといえば、制度
せ い ど

を

導
どう

入
にゅう

したほうがよい）とお答
こた

えした方
かた

にお尋
たず

ねします。 

県
けん

や市
し

町
ちょう

村
そん

が、パートナーシップ制
せい

度
ど

に加
くわ

えて「ファミリーシップ制
せい

度
ど

」を導
どう

入
にゅう

することについて、あなたの考
かんが

えを教
おし

えてください。（○は１つだけ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 言
こと

葉
ば

を知
し

っていて、内容
ないよう

も含
ふく

めて理
り

解
かい

している（知
し

っている） 

２ 言
こと

葉
ば

は知
し

っていたが、内容
ないよう

は理
り

解
かい

していなかった 

３ 言
こと

葉
ば

は知
し

らなかったが、内容
ないよう

は理
り

解
かい

している（知
し

っている） 

４ 知
し

らない 

 

１ 必
ひつ

要
よう

 

２ やや必
ひつ

要
よう

 

３ どちらともいえない 

４ あまり必
ひつ

要
よう

ではない 

５ 必
ひつ

要
よう

ではない 

 

１ 制度
せ い ど

を導
どう

入
にゅう

したほうがよい 

２ どちらかといえば制
せい

度
ど

を導
どう

入
にゅう

したほうがよい 

３ どちらともいえない   →問
とい

１１へ 

４ どちらかといえば制
せい

度
ど

を導
どう

入
にゅう

しないほうがよい   →問
とい

１１へ 

５ 制
せい

度
ど

を導
どう

入
にゅう

しないほうがよい   →問
とい

１１へ 
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問
とい

１０ 問８で１（制度
せ い ど

を導
どう

入
にゅう

したほうがよい）または２（どちらかといえば、制度
せ い ど

 

を導
どう

入
にゅう

したほうがよい）とお答
こた

えした方
かた

にお尋
たず

ねします。         

県
けん

や市
し

町
ちょう

村
そん

が、パートナーシップ制
せい

度
ど

やファミリーシップ制
せい

度
ど

を導
どう

入
にゅう

する

場
ば

合
あい

に、｢事
じ

実
じつ

婚
こん

(※)のカップル｣を対
たい

象
しょう

に含
ふく

むことについて、あなたの考
かんが

え

を教
おし

えてください。                 （○は１つだけ） 

※ ｢事実婚
じじつこん

｣とは、婚姻
こんいん

の届出
とどけで

をしていないが、事実上
じじつじょう

婚姻
こんいん

と同様
どうよう

の状態
じょうたい

にあること 

  

１ 必
ひつ

要
よう

 

２ やや必
ひつ

要
よう

 

３ どちらともいえない 

４ あまり必
ひつ

要
よう

ではない 

５ 必
ひつ

要
よう

ではない 
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《あなた自
じ

身
しん

のことについてお聞
き

きします》 

なお、この情
じょう

報
ほう

も含
ふく

め、調
ちょう

査
さ

で得
え

られた結
けっ

果
か

は、すべて統
とう

計
けい

的
てき

に処
しょ

理
り

し、個
こ

人
じん

が

特
とく

定
てい

されることはありません。また、調
ちょう

査
さ

目
もく

的
てき

以
い

外
がい

には使
し

用
よう

いたしませんので、ご

協
きょう

力
りょく

いただいた方
かた

にご迷
めい

惑
わく

のかかることは一
いっ

切
さい

ございません。 

 

問
とい

１１ あなたの年
ねん

代
だい

をお答
こた

えください（令和８年６月１日時点）（○は１つだけ） 

 

問
とい

１２ あなたのご職
しょく

業
ぎょう

をお答
こた

えください。（○は１つだけ）  

１ 18～19歳
さい

（10 代）              ５ 50～59歳
さい

（50 代） 

２ 20～29歳
さい

（20 代）              ６ 60～69歳
さい

（60 代） 

３ 30～39歳
さい

（30 代）              ７ 70歳
さい

以
い

上
じょう

 

４ 40～49歳
さい

（40 代） 

１ 農
のう

林
りん

漁
ぎょ

業
ぎょう

者
しゃ

（家
か

族
ぞく

従
じゅう

事
じ

者
しゃ

を含む） 

２ 企
き

業
ぎょう

の経
けい

営
えい

者
しゃ

・自
じ

営
えい

業
ぎょう

者
しゃ

（家
か

族
ぞく

従
じゅう

事
じ

者
しゃ

を含
ふく

む） 

３ 企
き

業
ぎょう

や工
こう

場
じょう

、商
しょう

店
てん

などに勤
つと

める人
ひと

 

４ 学
がっ

校
こう

の教
きょう

職
しょく

員
いん

（大
だい

学
がく

・短
たん

大
だい

・専
せん

門
もん

学
がっ

校
こう

・幼
よう

稚
ち

園
えん

・保
ほ

育
いく

所
じょ

などを含
ふく

む） 

５ 医療
いりょう

・保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

（医師
い し

・歯科
し か

医師
い し

・薬剤師
やくざいし

・看護師
か ん ご し

・保健師
ほ け ん し

など） 

６ 公
こう

務
む

員
いん

（学
がっ

校
こう

・医
い

療
りょう

・保
ほ

健
けん

・福
ふく

祉
し

関
かん

係
けい

以
い

外
がい

） 

７ その他
た

の専
せん

門
もん

職
しょく

・自
じ

由
ゆう

業
ぎょう

（弁
べん

護
ご

士
し

・公
こう

認
にん

会
かい

計
けい

士
し

・芸
げい

術
じゅつ

家
か

など） 

８ その他
た

（学
がく

生
せい

・無
む

職
しょく

など、上
じょう

記
き

以
い

外
がい

の人
ひと

） 
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問
とい

１３ あなたのお住
す

まい（住民登録のある市町村）はどちらですか。該
がい

当
とう

する番
ばん

号
ごう

に○をつけてください。 

（○は１つだけ） 

１ 鹿
か

児
ご

島
しま

市
し

 ２ 鹿屋市
か の や し

 ３ 枕崎市
まくらざきし

 ４ 阿久根市
あ く ね し

 ５ 出水市
い ず み し

 

６ 指宿市
いぶすきし

 ７ 西之表市
にしのおもてし

 ８ 垂水市
たるみずし

 ９ 薩摩
さ つ ま

川内市
せんだいし

 10 日置市
ひ お き し

 

11 曽於市
そ お し

 12 霧島市
きりしまし

 13 いちき串木野市
く し き の し

 14 南
みなみ

さつま市
し

 15 志布志市
し ぶ し し

 

16 奄
あま

美
み

市
し

 17 南
みなみ

九
きゅう

州
しゅう

市
し

 18 伊佐市
い さ し

 19 姶良市
あ い ら し

 20 三島村
みしまむら

 

21 十島村
としまむら

 22 さつま町
ちょう

 23 長島町
ながしまちょう

 24 湧水
ゆうすい

町
ちょう

 25 大崎町
おおさきちょう

 

26 東串良町
ひがしくしらちょう

 27 錦江町
きんこうちょう

 28 南大隅町
みなみおおすみちょう

 29 肝付
きもつき

町
ちょう

 30 中種子町
なかたねちょう

 

31 南種子町
みなみたねちょう

 32 屋久島町
やくしまちょう

 33 大和村
やまとそん

 34 宇検村
うけんそん

 35 瀬戸内町
せとうちちょう

 

36 龍郷町
たつごうちょう

 37 喜界町
きかいちょう

 38 徳之島町
とくのしまちょう

 39 天城町
あまぎちょう

 40 伊仙町
いせんちょう

 

41 和泊町
わどまりちょう

 42 知名町
ちなちょう

 43 与論町
よろんちょう

  

 

問
とい

１４ あなたの出
しゅっ

生
しょう

時
じ

の戸
こ

籍
せき

上
じょう

の性
せい

別
べつ

について、あてはまるものをお答
こた

えくださ

い。                   （○は１つだけ） 

 

問
とい

１５ あなたの出
しゅっ

生
しょう

時
じ

の戸
こ

籍
せき

上
じょう

の性
せい

別
べつ

に関
かか

わらず、あなたが現
げん

在
ざい

、自
じ

分
ぶん

自
じ

身
しん

で認
にん

識
しき

している性
せい

別
べつ

について、あてはまるものをお答
こた

えください。 

（○は１つだけ） 

 

問
とい

１６ あなたの恋
れん

愛
あい

の対
たい

象
しょう

となる性
せい

別
べつ

について、あてはまるものをお答
こた

えください。 

（○は１つだけ） 

 

 

１ 男性
だんせい

     ２ 女性
じょせい

     ３ その他
た

（回
かい

答
とう

しない等
とう

） 

１ 男
だん

性
せい

               ２ 女
じょ

性
せい

 

３ 男
だん

性
せい

・女
じょ

性
せい

の両
りょう

方
ほう

         ４ 男
だん

性
せい

・女
じょ

性
せい

のどちらでもない 

５ 時
とき

により変
へん

化
か

する         ６ その他
た

（わからない・回
かい

答
とう

しない等
とう

） 

１ 男性
だんせい

                ２ 女性
じょせい

 

３ 男
だん

性
せい

・女
じょ

性
せい

の両
りょう

方
ほう

                 ４ 好
す

きになる性
せい

はない 

５ 決
き

めていない、決
き

めたくない     ６ その他
た

（わからない・回答
かいとう

しない等
とう

） 
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問
とい

１７ 性
せい

の多
た

様
よう

性
せい

の理
り

解
かい

促
そく

進
しん

に関
かん

してご意
い

見
けん

がありましたら、ご自
じ

由
ゆう

にご記
き

入
にゅう

くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回
かい

答
とう

へのご 協
きょう

力
りょく

ありがとうございました。 

なお、あなたご自
じ

身
しん

の考
かんが

えに近
ちか

い回
かい

答
とう

がない場
ば

合
あい

、あるいは，答
こた

えたくない場
ば

合
あい

は、空
くう

白
はく

のままで結
けっ

構
こう

です。 

ご記
き

入
にゅう

いただいた調
ちょう

査
さ

票
ひょう

は６月 25 日（ 木
もくようび

）までに同
どう

封
ふう

の返
へん

信
しん

用
よう

封
ふう

筒
とう

に入

れ、ポストへ投
とう

函
かん

ください。（切
きっ

手
て

は不
ふ

要
よう

です） 

 

 

 

 



鹿児島県人権尊重の社会づくり条例

全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。これは、世界人権宣言にう

たわれている理念であり、基本的人権を保障している日本国憲法の理念とするところである。

しかしながら、部落差別をはじめとして、女性、子ども、高齢者、障害者、外国人、性的指向及び性自認等に関する人

権問題が依然として存在しており、さらに、インターネット上の誹謗中傷、感染症等に関する差別や偏見など様々な人権

問題が生じている。

一人一人があらゆる差別は許されないという認識の下、自分の人権のみならず他人の人権についても正しく理解すると

ともに、人々の多様な在り方を認め合うことが重要である。個人の尊厳や多様性が尊重され、あらゆる差別を生み出さな

い社会の実現は、私たち県民の願いである。

ここに、私たちは、全ての人の人権が尊重される社会づくりのため、不断の努力を続けることを決意し、この条例を制

定する。

（目的）
第１条 この条例は、人権尊重の社会づくりに関し、県、
県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権
尊重の社会づくりに関する施策（以下「人権施策」と
いう。）の基本となる事項を定めることにより、人権
施策を総合的に推進し、もって全ての人の人権が尊重
される社会の実現に寄与することを目的とする。

（県の責務）
第２条 県は、前条の目的を達成するため、人権尊重の
視点に立って県行政のあらゆる分野における施策に取
り組むとともに、人権施策を積極的に推進するものと
する。
２ 県は、人権施策を推進するに当たっては、国、市町
村及び関係団体と連携するものとする。

（県民及び事業者の責務）
第３条 県民及び事業者は、自ら人権に対する理解を深
めるとともに、家庭、地域、学校、職域その他の様々
な場において、全ての人の人権が尊重される社会づく
りに寄与し、県が実施する人権施策に協力するよう努
めるものとする。

（市町村への要請及び支援）
第４条 県は、市町村に対し、その地域の実情を踏まえ
た人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び
実施すること並びに県が実施する人権施策に協力する
ことを求めるものとする。
２ 県は、市町村が実施する人権施策について、情報の
提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

（差別のない社会づくりに向けた取組）
第５条 県、県民及び事業者は、家庭、地域、学校、職
域その他の様々な場において、連携協力しながら、あ
らゆる差別の解消に向けて取り組み、差別のない社会
づくりを推進するものとする。
２ 県は、差別のない社会づくりを推進するため、国
及び市町村と連携協力しながら、人権教育及び人権啓
発の実施並びに相談体制の充実に努めるものとする。

（基本計画の策定）
第６条 知事は、人権施策の総合的な推進を図るための
基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定める
ものとする。

２ 基本計画は、人権施策を総合的に推進するための
具体的な事項その他必要な事項について定めるものと
する。

３ 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらか
じめ鹿児島県人権尊重の社会づくり審議会の意見を聴
くものとする。

４ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これ
を公表するものとする。

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。

（鹿児島県人権尊重の社会づくり審議会の設置）
第７条 人権施策の総合的な推進に資するため、鹿児島県人
権尊重の社会づくり審議会（以下「審議会」という。）を
設置する。

２ 審議会は、次に掲げる事務を行う。
⑴ 基本計画に関し、前条第３項に規定する事項を処理す
ること。

⑵ 知事の諮問に応じ、人権施策に関する事項に関し、
調査審議すること。

３ 審議会は、前項各号に規定する事項に関し、調査審議し、
必要があると認めるときは、知事に対し、意見を述べるこ
とができる。

（審議会の組織等）
第８条 審議会は、人権に関する識見を有する者のうちから
知事が任命する委員15人以内をもって組織する。

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期
は、前任者の残任期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。

（審議会の会長及び副会長）
第９条 審議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互
選によってこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は
会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（審議会の会議）
第10条 審議会の会議（以下「会議」という。） は、会長
が招集する。

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことがで
きない。

３ 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数
のときは、議長の決するところによる。

（審議会の庶務）
第11条 審議会の庶務は、総務部男女共同参画局において
処理する。

（委任）
第12条 第７条から前条までに定めるもののほか、審議会
の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

附 則
１ この条例は、公布の日から施行する。
２ この条例の施行の際現に定められている人権施策の総
合的な推進を図るための県の基本的な計画は、この条例
の規定により定められた基本計画とみなす。


